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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第34期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第33期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (百万円) 21,437 78,516

経常利益 (百万円) 1,805 6,836

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,413 5,640

純資産額 (百万円) 38,714 34,797

総資産額 (百万円) 95,449 82,043

１株当たり純資産額 (円) 2,255.12 2,026.96

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 82.32 328.57

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) 78.74 314.69

自己資本比率 (％) 40.6 42.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △966 3,706

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △4,390 △11,350

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 4,579 3,653

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 4,905 4,578

従業員数 (名) 9,267 8,937

(注)　売上高には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 9,267（969）

(注) １　従業員は就業人員であり、臨時雇用者は（　）内に当第１四半期連結会計期間の平均雇用人員を外数で記載し

ております。

２　従業員数は臨時雇用者を除き、当第１四半期連結会計期間において330人増加しております。主な要因は生産規

模拡大に伴う増員で、中国武漢工場で182人、日本ビクター株式会社との事業譲渡に伴う増員で、横浜工場で

111人増などであります。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 590（479）

(注) １　従業員は就業人員であり、臨時雇用者は（　）内に当第１四半期会計期間の平均雇用人員を外数で記載してお

ります。

２　従業員数は臨時雇用者を除き、当第１四半期会計期間において145人増加しております。主な要因は日本ビク

ター株式会社との事業譲渡に伴う増員で、横浜工場で111人増などであります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。
　

区分 生産高(百万円)

プリント配線板 19,806

電子機器 1,571

合計 21,378

(注) １　金額は、販売価格によっております。
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当第１四半期連結会計期間における受注実績を品目別に示すと、次のとおりであります。
　

区分 受注高(百万円) 受注残高(百万円)

プリント配線板 18,116 5,948

電子機器 1,612 105

合計 19,729 6,054

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。
　

区分 販売高(百万円)

プリント配線板 19,865

電子機器 1,571

合計 21,437

(注) １　金額には消費税等は含まれておりません。

２　総販売実績に対して、10％以上に該当する販売先はありません。
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２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。

　

（１）経営成績の分析

当社グループにおける当第１四半期連結会計期間の連結売上高は、オリンピックを控えた薄型テレ

ビ等の需要拡大やブルーレイレコーダーの立ち上がりなどの好機を捉え、グローバルでの生産販売体

制を活かして拡販に努めた結果、売上は好調に推移し、214億３千７百万円（前年同期比26億５千１百

万円増）となりました。

主力生産拠点である中国武漢工場（名幸電子（武漢）有限公司）の第一ラインが高い操業度で受注

増に対応した他、５月には第二ラインも稼動を開始し、また宮城工場のビルドアッププリント基板の受

注が好調であったことや、当第１四半期連結会計期間より当社の工場となった横浜工場の操業も売上

増に貢献いたしました。

連結損益につきましては、武漢工場第二ライン及び横浜工場の立ち上げの先行投資に加え、原油、銅

等の原材料価格の高騰、人民元高や中国における労務費の高騰等も影響して、営業利益は16 億５千５

百万円（前年同期比２億２千９百万円減）と減益になりました。為替差益が大きく改善いたしました

が経常利益は18 億５百万円（同８千１百万円減）、四半期純利益は法人税等の計上が減少したことに

より14 億１千３百万円（同９百万円増）とほぼ前年並みとなりました。

　

（部門別の概況）

①プリント配線板部門

プリント配線板部門の当第１四半期連結会計期間の売上高は198億６千５百万円、営業利益は16億

６千４百万円となりました。

②電子機器部門

電子機器部門におきましては、当第１四半期連結会計期間の売上高は15億７千１百万円となり、営

業損失は９百万円となりました。

　

（２）財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における総資産は954 億４千９百万円であり、前連結会計年度末に比

べ134 億５百万円増加しました。主な増減は流動資産が未収入金29 億４千１百万円増加、受取手形及

び売掛金23億４千２百万円増加、固定資産では、国内外の設備投資により有形固定資産が55 億２千２

百万円増加しました。また流動負債では、支払手形及び買掛金16 億５千２百万円増加、短期借入金42 

億８千５百万円増加、固定負債では長期借入金が９億１千１百万円増加しました。純資産は利益剰余金

が14 億７千２百万円増加となりました。
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（３）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3億２千７百

万円増加し、49億５百万円となりました。

当第１四半期連結会計期間における各キュッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであ

ります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費の増加等が

あったものの、売上債権及び棚卸資産の増加等により９億６千６百万円の支出となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、中国武漢工場の生産設

備及びベトナム工場の立ち上げ費用等により、43億９千万円の支出となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得に

伴う短期借入金及び長期借入金の増加があったため45億７千９百万円の収入となりました。

　

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。

　

（５）研究開発活動

当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は２億７千７百万円であります。研究開発体制につ

いては前期末と重要な変更はありません。

　

（６）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当第１四半期連結会計期間における当社グループを取り巻く環境は、全体的には原油の高騰をはじ

めとする各種原材料価格の高騰や、米国のサブプライムローン問題に端を発する世界的な金融市場の

混乱などにより景気の減速感が広まってまいりました。

このような状況の中で当社グループでは、オリンピックを控えた薄型テレビ等の需要拡大やブルー

レイレコーダーの立ち上がりなどの好機を捉え、グローバルでの生産販売体制を活かして拡販に努め

た結果、売上げは好調に推移いたしました。主力生産拠点である中国武漢工場（名幸電子(武漢)有限公

司）の第一ラインが高い操業度で受注増に対応したほか、５月には第二ラインも稼働を開始しました。

また宮城工場のビルドアッププリント基板の受注も好調であったことに加え今年度より当社の工場と

なった横浜工場も売上増に貢献いたしました。

利益に関しては、武漢工場第二ラインおよび横浜工場の立上げの先行投資に加え、原油、銅等の原材

料価格の高騰、人民元高や中国における労務費の高騰等も影響して、営業利益は前年同期に比べ減益と

なりました。しかしながら、為替差益が主要因となり四半期純利益は前年同期と比して改善いたしまし

た。

今後予想される景気減速に対しては、さらなるコストダウンと経営効率化により内部体質の強化を

図るとともに、横浜工場と宮城工場統合による技術力の強化を更なる新規市場の開拓や販路の拡大に

つなげ、国内外の拠点間の連携による相乗効果などを活かした事業の強化に取り組んでまいります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

前連結会計年度末に計画中であった、名幸電子（武漢）有限公司の第２ラインは平成20年５月より稼

動を開始いたしました。このことにより同工場における生産能力は約65％増加する見込みで、稼働状況も

良好であります。

また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除去等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 63,200,000

計 63,200,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 17,707,32017,707,320
株式会社ジャスダッ
ク証券取引所

―

計 17,707,32017,707,320― ―

(注)　提出日現在の発行数には、平成20年8月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は、含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

　

2012年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債（平成19年３月29日発行）

第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数（個） 5,500

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 780,473

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）１，２ 7,047

新株予約権の行使期間　　（注）３
平成19年４月12日から平成24年３月15日の銀行営業終
了時（チューリッヒ時間）まで。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　7,047
資本組入額　3,524

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡制限はございません。

代用払込みに関する事項
新株予約権の行使に際し、当該新株予約権に係る本社債
を出資するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４

新株予約権付社債の残高（百万円） 5,500

　(注)１ 平成22年２月12日(日本時間とし、以下「決定日」）まで（当日を含む）の30日連続取引日の終値の平均値の

１円未満の端数を切り上げた金額（以下「決定日価額」）が決定日に有効な転換価格を１円以上下回る場合

には、転換価額は、平成22年２月26日(日本時間とし、以下「効力発生日」）以降、決定日価額（但し、決定日の

翌日から効力発生日までの間に下記注２に従って行われる調整に服する）に下方修正される。但し、上記の計

算の結果算出される金額が決定日に有効な転換価額の80％（但し、決定日の翌日から効力発生日までの間に

下記注２に従って行われる調整に服する）に相当する金額を下回る場合には、転換価額は、当該80％に相当す

る金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正される。なお、「取引日」とは、ジャスダック証券取引所が開

設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。

２　転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発

行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式にお

いて、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社の保有するものを除く）の総数をいう。

既発行株式数 +
 発行又は
処分株式数 ×

1株当たりの
払込金額

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×
時　価

既発行株式数 + 発行又は処分株式数

　　また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株

式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の発行が行われる場合その他

一定の場合にも適宜調整されることがある。

３　但し、(ⅰ)本社債の繰上償還の場合には、当該償還日の３営業日前の日の銀行営業終了時(チューリッヒ時間）

まで、(ⅱ)本社債の買入償却の場合には、本新株予約権付社債が消却のためNomura Bank(Switzerland)Ltd.に

引き渡された時まで、また(ⅲ)期限の利益の喪失の場合には、期限の利益喪失時までとする。上記いずれの場

合も、平成24年３月15日より後に本新株予約権を行使することはできない。

　上記にかかわらず、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再

編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使す

ることができないものとする。
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４　当社が組織再編等を行う場合の承継会社等による新株予約権の交付

(イ) 組織再編等が生じた場合には、当社は、承継会社等(以下に定義する）をして、本新株予約権付社債の要項に

従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予

約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、（ⅰ)その時点

で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、

かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する）費用

(租税を含む）を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、

また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするもの

とする。本(イ)記載の当社の努力義務は、当社がNomura Bank(Switzerland)Ltd.に対して承継会社等が、当該

組織再編等の効力発生日において、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付す

る場合には、適用されない。

　「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び／又は本新株予約権に

係る当社の義務を引き受ける会社をいう。

(ロ) 上記(イ)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。

①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新
株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の
条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従
う。なお、転換価額は上記注１と同様の修正及び注２と同様の調整に服する。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権
を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会
社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使し
たときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式
以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通
株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにす
る。

(ⅱ)組織再編等の場合(当社及び承継会社等が上記(ⅰ)の代わりに本(ⅱ)の適用を選択した場合に
は、合併、株式交換又は株式移転の場合を含む）には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本
新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得られるのと同等の経済的利益を、
当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるよう
に、転換価額を定める。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された社債を出資するものとし、当該社債の価額
は、本社債の額面金額と同額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日から当該効力発生日の14日後の日までの間の当社又は承継会社等が指
定する日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計
算規則第40条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算
の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額
は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。
⑨その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わな
い。承継会社等の新株予約権は承継された社債と分離して譲渡できない。

(ハ)当社は、上記(イ)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本

新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年６月30日 ─ 17,707 ─ 8,860 ─ 8,013

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

　

(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年３月31日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
　（自己保有株式）
普通株式 　　541,200

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　17,165,500 171,655 ―

単元未満株式 普通株式    　　 620 ― ―

発行済株式総数 17,707,320― ―

総株主の議決権 ― 171,655 ―

(注) １　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には証券保管振替機構名義の失念株　1,300株（議決権13個）を

含んでおります。　

２　「単元未満株式」には、当社保有の自己株式が91株含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成20年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社メイコー

神奈川県綾瀬市大上５丁
目14-15

541,200 ― 541,200 3.06

計 ― 541,200 ― 541,200 3.06
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 ６月

最高(円) 3,1603,3003,420

最低(円) 2,5952,9052,990

(注)　株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)は、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日　内閣府令第50号）

附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しておりま

す。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで)の四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人により四半期レビューを受

けております。
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１　【四半期連結財務諸表】
　(1)　【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,191 4,985

受取手形及び売掛金 18,549 16,207

商品及び製品 3,653 3,588

仕掛品 2,720 1,932

原材料及び貯蔵品 4,864 4,253

その他 7,529 4,180

貸倒引当金 △49 △37

流動資産合計 42,459 35,110

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 13,868 13,173

機械装置及び運搬具（純額） 25,140 23,315

土地 1,944 1,944

建設仮勘定 5,998 3,049

その他（純額） 807 753

有形固定資産合計 ※
 47,759

※
 42,236

無形固定資産

のれん 306 323

その他 423 406

無形固定資産合計 730 730

投資その他の資産 4,499 3,966

固定資産合計 52,989 46,933

資産合計 95,449 82,043
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,960 9,308

短期借入金 7,486 3,200

1年内返済予定の長期借入金 7,104 6,352

未払法人税等 273 90

賞与引当金 579 633

その他 6,536 4,631

流動負債合計 32,941 24,217

固定負債

新株予約権付社債 5,500 5,500

長期借入金 16,176 15,264

退職給付引当金 901 868

役員退職慰労引当金 269 269

その他 947 1,126

固定負債合計 23,793 23,028

負債合計 56,735 47,245

純資産の部

株主資本

資本金 8,860 8,860

資本剰余金 10,450 10,450

利益剰余金 17,600 16,128

自己株式 △197 △197

株主資本合計 36,714 35,241

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △16 △6

繰延ヘッジ損益 82 △44

為替換算調整勘定 1,931 △396

評価・換算差額等合計 1,997 △447

少数株主持分 2 2

純資産合計 38,714 34,797

負債純資産合計 95,449 82,043
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　(2)　【四半期連結損益計算書】
　　　　【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

売上高 21,437

売上原価 17,887

売上総利益 3,549

販売費及び一般管理費 ※1
 1,894

営業利益 1,655

営業外収益

受取利息 14

受取配当金 1

為替差益 383

その他 115

営業外収益合計 514

営業外費用

支払利息 180

その他 184

営業外費用合計 364

経常利益 1,805

特別利益

固定資産売却益 0

特別利益合計 0

特別損失

固定資産除売却損 4

特別損失合計 4

税金等調整前四半期純利益 1,801

法人税等 ※2
 388

少数株主利益 0

四半期純利益 1,413
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　(3)　【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,801

減価償却費 1,643

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32

賞与引当金の増減額（△は減少） △53

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △38

受取利息及び受取配当金 △15

支払利息 180

為替差損益（△は益） △329

有形固定資産除売却損益（△は益） 4

売上債権の増減額（△は増加） △4,946

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,097

仕入債務の増減額（△は減少） 1,423

その他の資産の増減額（△は増加） △241

その他の負債の増減額（△は減少） 875

小計 △751

利息及び配当金の受取額 17

利息の支払額 △72

法人税等の支払額 △159

営業活動によるキャッシュ・フロー △966

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △4,467

無形固定資産の取得による支出 △29

定期預金の預入による支出 △1

定期預金の払戻による収入 122

保険積立金の積立による支出 △16

その他 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,390

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 4,216

長期借入れによる収入 1,328

長期借入金の返済による支出 △453

割賦債務の返済による支出 △169

配当金の支払額 △343

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,579

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 327

現金及び現金同等物の期首残高 4,578

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 4,905
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　該当事項はありません。
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　会計処理の原則及び手続の変更

(1) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

従来、先入先出法による原価法によっておりましたが、当第1四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に

関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第9号）が適用されたことに伴

い、先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）により算定しております。

この変更による損益に与える影響はありません。

 

(2) 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会　平成

18年５月17日　実務対応報告第18号）を当第1四半期連結会計期間から適用しております。

この結果、従来の方法によった場合と比べて、営業利益が96百万円、経常利益が96百万円、税金等調整前四

半期純利益が96百万円、四半期純利益が59百万円それぞれ減少しております。また、期首の利益剰余金を402

百万円増額したことに伴い、利益剰余金が同額増加しております。なお、セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載しております。

 

 

　

簡便な会計処理

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第1四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められる場合には、前連結会計年度末の決算において算定した貸倒実績率等を使用する方法によっておりま

す。

 

２　棚卸資産の評価方法

棚卸資産の簿価切下げに関して、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

下げを行なう方法によっております。

 

３　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。

 

４　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングを利用する方法によっております。

 

　

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半

期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。
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注記事項

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※　有形固定資産の減価償却累計額　　 25,612百万円※　　有形固定資産の減価償却累計額　 23,067百万円

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の通りであります。

 

給料及び手当 457百万円

運賃及び荷造費 233　〃

賞与引当金繰入額 97　〃

貸倒引当金繰入額 15　〃

退職給付費用 12　〃

 

※２　法人税、事業税及び住民税　と　法人税等調整額　は　法人税等　として一括して記載しております。

 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次の通り

であります。

 

現金及び預金 5,191百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △285　〃

現金及び現金同等物 4,905百万円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 17,707,320

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 541,291

　

　

３　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳 目的となる株式の種類 目的となる株式の数(株)
当第１四半期

連結会計期間末残高
(百万円)

提出会社
平成19年新株予約権
（注）

普通株式 780,473 ─

合計 780,473 ─

(注)　一括法により負債に計上される転換社債型予約権付社債の新株予約権であります。

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 343 20.00平成20年３月31日 平成20年６月30日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　

　　　　該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項
　

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会

 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用し、必要な修正を行っております。これに伴い、期首

の利益剰余金は402百万円増加しております。
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(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行

なっておりますが、当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著し

い変動が認められないため、記載しておりません。

　

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度末日と比較して著しい変

動がありません。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　
　　　当連結グループは、電子関連事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　
日本
(百万円)

アジア　
(百万円)

北米
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

11,328 9,500 608 21,437 ― 21,437

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

980 4,408 27 5,417 (5,417) ―

計 12,309 13,909 636 26,854(5,417)21,437

営業利益 729 581 18 1,329 325 1,655

(注)　１　国又は地域の区分は、地理的近接度によって降ります。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　(1) アジア・・・・・中国、香港、フィリピン、ベトナム

　(2) 北米・・・・・・アメリカ

３　「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18 

年５月17 日 実務対応報告第18 号）を当第1 四半期連結会計期間から適用した結果、従来の方法によった場

合に比べて、営業利益がアジアで96 百万円減少しております。

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

アジア 北米 欧州 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 10,115 608 3 10,728

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 21,437

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

47.2 2.8 0.0 50.0

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1)アジア・・・・・・・・・・中国、香港、フィリピン、シンガポール

(2)北米・・・・・・・・・・・・アメリカ

(3)欧州・・・・・・・・・・・・ドイツ、フランス

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　

(企業結合等関係)

　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 2,255円12銭 １株当たり純資産額 2,026円96銭

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純利益 82円32銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 78円74銭

　

　　　(注)１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 1,413

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 1,413

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 17,166

四半期純利益調整額(百万円) ─

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数の主要な内訳(千株)
　新株予約権 780

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

─

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月12日

株式会社メイコー

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　磯　貝　　和　敏　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　山　口　　直　志　　㊞

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社メイコーの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間(平

成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四

半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半

期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社メイコー及び連結子会社の平成20年

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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